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様式6-1 管理技術者の配置、資格及び実績
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※各用語については、「野洲川MIZBEステーション設計施工

業務プロポーザル要求水準書」

の「用語の定義」を参照すること。
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（様式１）

令和  年  月  日

参加表明書

野洲市長 櫻本 直樹  様

〔本事業へのプロポーザル参加を希望する法人〕

  所 在 地                 

商号又は名称                 

                  代表者職氏名                ㊞

担当者 氏 名                 

所 属                 

所在地                 

電 話                 

ＦＡＸ                 

E-mail                 

令和８年２月３日付けで公告のありました「野洲川MIZBEステーション設計施工業務」において、

応募者又は応募者の代表企業又は応募者の特定建設工事共同企業体として本事業のプロポーザル

に参加することを表明します。
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（様式２）

令和  年  月  日

野洲市長 櫻本 直樹 様

〔本事業へのプロポーザル参加を希望する法人〕

       所 在 地

       商号又は名称

                  代表者職氏名              ㊞

「野洲川 MIZBE ステーション設計施工業務」

守秘義務の遵守に関する誓約書

当社は、今般、野洲市（以下「本市」という。）が令和８年２月３日付で公告した野洲川 MIZBE

ステーション設計施工業務に係る受注者選定（以下「本プロポーザル」という。）における応募を

検討することを目的（以下「本目的」という。）として、本プロポーザルの選定の過程で本市から

貸与若しくは配布された資料等、あるいは交渉等の協議により知り得た情報は、当社、設計、工

事監理及び工事に必要な最低限の協力会社の関係者（以下「関係者」という。）において秘密情報

として保持するとともに、一切他の用途には使用せず、関係者以外に漏らさないことを誓約いた

します。

記

第１条（利用の目的）

１ 当社は、本目的のためにのみ、情報提供を受けるものであり、本目的以外の目的のた

めに当該資料を利用しません。

２ 当社は、本書記載の遵守事項と同一の守秘義務の履行を本市に対して誓約した場合に

限り、本目的を達するため必要な範囲及び方法で、当社の代理人、補助者その他の者に

対し、情報の全部または一部を提供することができるものとします。

第２条（秘密の保持）

当社は、本市から交付を受けた情報を秘密として保持するものとし、前条に定める場合の

ほか、第三者に対し提供しません。

第３条（善管義務）

当社は、本市から交付を受けた情報を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うこと

を約束します。

第４条（個人情報の取扱い）

本市から交付を受けた情報のうち個人情報に該当するものについては、法令、条例等（以

下「法令等」という。）により本市に認められる範囲内でのみ利用し、保持し、かつ、法令等

により本市及び当社に要求される限度の適切な管理を行うことを約束します。
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第５条（期間）

本書に基づき当社が負う義務は、本目的検討の結果、プロポーザル提出書類の提出に至ら

なかった場合及びプロポーザル参加の結果、最優秀交渉権者として決定されなかった場合で

あっても、無期限で存続するものとします。

第６条（損害賠償義務）

当社の本書に違反する行為により秘密が漏洩した場合、当社は、それにより本市に生じた

損害を賠償することを約束します。

第７条（定義）

本書において、特段に定める場合の他、本書における用語の定義は、本プロポーザルのプ

ロポーザル実施要領等の定めるところによることとします。
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（様式３）

令和  年  月  日

□特定建設工事共同企業体届出書

□グループ結成届出書

野洲市長 櫻本 直樹 様

（共同企業体名）

（代表企業）

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

               印

（構成員）

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名

               印

               ※以下、３者以上の場合は構成員を追加すること。

令和８年２月３日付けで公告のありました「野洲川 MIZBEステーション設計施工業務」のプロ

ポーザルに参加するため、特定建設工事共同企業体またはグループを結成しましたので届け出ま

す。なお、この届出書の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

また、参加表明書の提出日から事業契約の締結まで、「野洲川MIZBEステーション設計施工業務」

に係る野洲市との契約について、次の権限を応募者の代表企業に委任します。

委任事項

１ 上記事業に関するプロポーザルへの参加要件確認申請について

２ 上記事業に関する応募辞退について

３ 上記事業に関する契約に関することについて

４ 副代理人の選任並びに解任について



2

【応募者のメンバー表】

※ 担当業務の欄には、「設計業務」、「建設業務」、「工事監理業務」のいずれか担当する業務を記載すること。ま

た、各業務を主として実施する者は担当業務の後に「◎」を付すこと。（（例）設計業務◎）

【応募者のうち、出資比率が最大となる予定の法人名】

※ 商号又は名称のみ記載すること。

区分 商号又は名称 担当業務

代表企業

構成員①

構成員②

商号又は名称
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（様式４-１）

令和 年 月 日

特定建設工事共同企業体協定書

（目的）

第１条 当該共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。

(1) 野洲川 MIZBE ステーション設計施工業務（当該事業内容の変更に伴うものを含

む。以下「本業務」という。）の請負

(2) 前号に附帯する業務

（名称）

第２条 当該共同企業体は、○○○○○○○○特定建設工事共同企業体（以下「特定 JV」

という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当該特定 JV は、事務所を○○県○○市○○区○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当該特定 JV は、令和○○年○○月○○日に成立し、本業務の事業契約の履行後○

ヶ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。

２ 本業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわら

ず、本業務に係る事業契約が締結された日に解散するものとする。

３ 参加者として選定されなかったときは、当企業体は、第１項の規定にかかわらず、本

業務の参加者として選定しなかった旨の通知があった日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当該特定 JV の構成員は、次のとおりとする。

住所  ○○県○○市○○区○○町○○番地

名称  ○○株式会社

住所  ○○県○○市○○区○○町○○番地

名称  ○○株式会社

※以下、３者以上の場合は追加すること。

（代表企業の名称）

第６条 当該特定 JV は、○○株式会社を代表企業とする。
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（代表企業の権限）

第７条 当該特定 JV の代表企業は、本業務に関し、当該特定 JVを代表してその権限を行う

ことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金

（前払金及び部分代金を含む。）の請求、受領及び当該特定 JV に属する財産を管理する

権限を有するものとする。

（構成員の出資の割合）

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該事業について発注者と

契約内容の変更増減があっても、出資の割合は変わらないものとする。

○○株式会社○○％

○○株式会社○○％

※以下、３者以上の場合は追加すること。

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価する

ものとする。

（運営委員会）

第９条 当該特定 JV は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに本業

務履行の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当該特定 JV の運

営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、本業務の遂行に当るものと

する。

（構成員の責任）

第 10 条 各構成員は、本業務の事業契約の履行及び下請契約その他の本業務の実施に伴い

当該特定 JV が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第 11 条 当該特定 JVの取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、特定 JVの名称を冠した

代表企業名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）

第 12 条 当該特定 JVは、契約期間中の毎事業年度ごとに決算するものとする。

（利益金の配当の割合）

第 13 条 決算の結果、利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員

に利益金を配当するものとする。
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（欠損金の負担の割合）

第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成

員が欠損金を負担するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

（工事途中における構成員の脱退に対する措置）

第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当該特定 JV が本業務を満了

する日までは脱退することができない。

２ 構成員のうち本業務の履行途中において前項の規定により脱退した者がある場合にお

いては、残存構成員が共同連帯して本業務を遂行する。

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合

は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している

出資の割合により分割し、これを第８条に規定する出資の割合に加えた割合とする。

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠

損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負

担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。

５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。

（構成員の除名）

第 16 条の２ 当該特定 JVは、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不

履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注

者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項まで

を準用するものとする。

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第

16 条第２項から第５項までを準用するものとする。

（代表企業の変更）

第 17 条の２ 代表企業が脱退し若しくは除名された場合又は代表企業としての責務を果たせ

なくなった場合においては、従前の代表企業に代えて、他の構成員全員及び発注者の承

認により残存構成員のうちいずれかを代表企業とすることができるものとする。
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（解散後の契約不適合責任）

第 18 条 当該特定 JVが解散した後においても、本業務につきかしがあったときは、各構成

員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとす

る。

○○株式会社○者は、上記のとおり特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その

証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものと

する。

令和  年  月  日

住   所

名   称

代表者氏名            ○印

住   所

名   称

代表者氏名            ○印

※以下、３者以上の場合は追加すること。



（様式４-２）

令和 年 月 日

○○設計共同体協定書

（目的）

第１条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。

(1) 野洲川MIZBEステーション設計施工業務のうち設計業務（当該業務内容の変更に伴う

業務を含む。以下「本業務」という。）

(2) 前号に附帯する業務

（名称）

第２条 当設計共同体は、○○設計共同体（以下「設計JV」という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当該設計JVは、事務所を○○市○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当該設計JVは、令和  年   月 日に成立し、本業務の委託契約の履行後

○ヵ月を経過するまでの間は、解散することができない。

  （注） ○の部分には、例えば３と記入する。

２ 本業務を受託することができなかったときは、当該設計JVは、前項の規定にかかわら

ず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当該設計JVの構成員は、次のとおりとする。

住所  ○○県○○市○○区○○町○○番地

名称  ○○株式会社

住所  ○○県○○市○○区○○町○○番地

名称  ○○株式会社

（代表者の名称）

第６条 当該設計JVは、○○株式会社を代表者とする。

（代表者の権限）

第７条 当該設計JVの代表者は、本業務の履行に関し、設計JVを代表して、発注者及び監

督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料（前払金及び部分



払金を含む。）の請求、受領及び当該設計JVに属する財産を管理する権限を有す

るものとする。

２ 構成員は、成果物（契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係

る成果物を含む。）等について、契約日以降著作権法（昭和45年法律第48号）

第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者

と折衝等を行う権限を、当該設計JVの代表者である企業に委任するものとする。

なお、当該設計JVの解散後、設計JVの代表者である企業が破産又は解散した場

合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業

以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものと

する。

（分担業務）

第８条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務 の一部につき

発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるも

のとする。

      ○○○の○○業務  ○○株式会社

      ○○○の○○業務  ○○株式会社

２ 前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定め

るところによるものとする。

（運営委員会）

第９条 当該設計JVは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるも

のとする。

（構成員の責任）

第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、

委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第11条 当該設計JVの取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別

口預金口座によって取引するものとする。

（構成員の必要経費の分配）

第12条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費

の分配を受けるものとする。



（共通費用の分担）

第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により

運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。

（構成員の相互間の責任の分担）

第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員が

これを負担するものとする。

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員

が協議するものとする。

３ 前２項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に

従うものとする。

４ 前３項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当該設計JVの責任

を免れるものではない。

（権利義務の譲渡の制限）

第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（業務途中における構成員の脱退）

第16条 構成員は、当該設計JVが本業務を完了する日までは脱退することはできない。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発

注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了する

ものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残

存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該設計JVに加入させ、

当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を

完了するものとする。

２ 前項の場合においては、第14条第２項及び第３項の規定を準用する。

（解散後のかしに対する構成員の責任）

第18条 当該設計JVが解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構

成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）



第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

○○株式会社外○社は、上記のとおり○○設計共同体協定を締結したので、その証拠と

してこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。

令和   年   月   日

住   所

名   称

代表者氏名            

住   所

名   称

代表者氏名            

※以下、３者以上の場合は追加すること。



○○設計共同体協定書第８条に基づく協定書

野洲川MIZBEステーション設計施工業務に係る設計業務については、○○設計共同体協定

書第８条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。

記

分担業務額（消費税分及び地方消費税分を含む。）

     ○○○の○○業務  ○○株式会社  ○○円

     ○○○の○○業務  ○○株式会社  ○○円

○○株式会社外○社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書

○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。

平成   年   月   日

○○設計共同体

代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○   印

          ○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○   印
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（様式４-３）

令和 年 月 日

特定建設工事共同企業体協定書（乙）

（目的）

第１条 当該共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。

(1) 野洲川 MIZBE ステーション設計施工業務（当該事業内容の変更に伴うものを含

む。以下「本業務」という。）の請負

(2) 前号に附帯する業務

（名称）

第２条 当該共同企業体は、○○○○○○○○特定建設工事共同企業体（以下「特定 JV」

という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条 当該特定 JV は、事務所を○○県○○市○○区○○町○○番地に置く。

（成立の時期及び解散の時期）

第４条 当該特定 JV は、令和○○年○○月○○日に成立し、本業務の事業契約の履行後○

ヶ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。

２ 本業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわら

ず、本業務に係る事業契約が締結された日に解散するものとする。

３ 参加者として選定されなかったときは、当企業体は、第１項の規定にかかわらず、本

業務の参加者として選定しなかった旨の通知があった日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）

第５条 当該特定 JV の構成員は、次のとおりとする。

住所  ○○県○○市○○区○○町○○番地

名称  ○○株式会社

住所  ○○県○○市○○区○○町○○番地

名称  ○○株式会社

※以下、３者以上の場合は追加すること。

（代表企業の名称）

第６条 当該特定 JV は、○○株式会社を代表企業とする。
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（代表企業の権限）

第７条 当該特定 JV の代表企業は、本業務に関し、当該特定 JVを代表してその権限を行う

ことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金

（前払金及び部分代金を含む。）の請求、受領及び当該特定 JV に属する財産を管理する

権限を有するものとする。

（分担工事額）

第８条 各構成員の建設工事の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事の一部につき

発注者の契約内容の変更増減棟のあったときは、それに応じて分担の変更があるものと

する。

○○建設工事 ○○株式会社

○○土木工事 ○○株式会社

※以下、３者以上の場合は追加すること。

２ 前項に規定する分担工事の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるとこ

ろによるものとする。

（運営委員会）

第９条 当該特定 JV は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当るも

のとする。

（構成員の責任）

第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図

り、請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）

第 11 条 当該特定 JVの取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、特定 JVの名称を冠した

代表企業名義の別口預金口座によって取引するものとする。

（構成員の必要経費の分配）

第 12 条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経

費の分配を受けるものとする。

（共通費用の分担）

第 13 条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月 1

回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
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（構成員の相互間の責任の分担）

第14条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこ

れを負担するものとする。

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協

議するものとする。

３ 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従う

ものとする。

４ 前三項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当該特定 JV の責任を免

れるものではない。

（権利義務の譲渡の制限）

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

（工事途中における構成員の脱退）

第 16 条 構成員は、当該特定 JVが本業務を満了する日までは脱退することができない。

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置）

第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存

構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。

２ 前項の場合においては、第14条第２項及び第３項の規定を準用する。

（解散後の契約不適合責任）

第 18 条 当該特定 JVが解散した後においても、本業務につきかしがあったときは、各構成

員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

（協定書に定めのない事項）

第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとす

る。
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○○株式会社外○者は、上記のとおり特定建設工事共同企業体協定を締結したので、そ

の証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するもの

とする。

令和  年  月  日

住   所

名   称

代表者氏名            ○印

住   所

名   称

代表者氏名            ○印

※以下、３者以上の場合は追加すること。
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特定建設工事共同企業体協定書第８条に基づく協定書

野洲川MIZBEステーション設計施工業務に係る工事については、特定建設工事共同企業体

協定書第８条の規定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。

記

分担工事額（消費税分及び地方消費税分を含む。）

○○建築工事   ○○株式会社 ○○円

○○土木工事   ○○株式会社 ○○円

○○株式会社外○者は、上記のとおり分担工事額を定めたのでその証拠としてこの協定書

○通を作成し、各通に構成員が署名又は記名押印して各自所持するものとする。

年  月  日

○○特定建設工事共同企業体

代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印

○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
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（様式５-１）

応募者の設計業務の実績【企業実績】

商号又は名称                                   

【設計業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

(注１) 本業務におけるプロポーザル実施要領「５（２）参加資格要件 ケ ｂ 平成 28 年 4 月

1 日以降に設計が完了した、延床面積 500 ㎡以上の新築工事の建築設計の実績を有する

こと。」に該当する業務の代表的なもの 1 件記載し、契約書の写しを添付すること（必

須）。なお、これだけでは業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断でき

る資料（図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等）で併せて補完すること。（該当

する部分をマーカー等で分かりやすいようにすること。）
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（様式５-２）

応募者の建設業務の実績【企業実績】

商号又は名称                                   

【建築業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

【土木・ランドスケープ業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模や技術的特徴について）

(注１) 本業務におけるプロポーザル実施要領「５（２）参加資格要件 コ c 平成 28年 4月 1

日以降に竣工引渡しが完了した、日本国内で国又は地方公共団体が発注の延床面積 500

㎡以上の新築工事を主契約者（共同企業体案件の場合は、当該共同企業体の構成員の中

で最大の出資比率を有するものをいう。以下同じ。）として受注した建築施工実績を有す

ること。及び d 平成 28年 4月 1 日以降に竣工引き渡しが完了した、公園・緑地、グラ

ウンド、広場を含む施設を主契約者として受注した建設工事実績を有すること。」に該当

する業務の代表的なもの各 1 件を記載し、契約書の写しを添付すること（必須）。なお、

これだけでは業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料（図

面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等）で併せて補完すること。（該当する部分を

マーカー等で分かりやすいようにすること。）

(注２) 複数の事業者が分担する場合は、事業者別に様式を作成し、該当する実績のみを記載す

ること。
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（様式５-３）

応募者の工事監理業務の実績【企業実績】

商号又は名称                                   

【工事監理業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

(注１) 本業務におけるプロポーザル実施要領「５（２）参加資格要件 サ ｂ 平成 28 年 4 月

1 日以降に工事監理が完了した、延床面積 500 ㎡以上の新築工事の工事監理実績を有す

ること。」に該当する業務の代表的なもの 1件記載し、契約書の写しを添付すること（必

須）。なお、これだけでは業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断でき

る資料（図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等）で併せて補完すること。（該当

する部分をマーカー等で分かりやすいようにすること。）
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（様式６-１）

管理技術者の配置、資格及び実績

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

（注１） 配置する技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、実施要領等の公表日において雇用期間が

３か月以上経過していることを確認できる資料を添付すること。

２ 技術者の保有資格

資格名称

取得年月日

（注１） プロポーザル実施要領５（２） シ （ア） に示す「一級建築士」の資格を有すること。また、資格者証等の写しを

添付すること。

３ 設計業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

当該業務におけ
る役割

例）管理技術者、建築意匠担当技術者

（注 1） 業務従事実績を証明できる書類をあわせて添付すること。
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（様式６-２）

統括責任者又は監理技術者の配置、資格及び実績

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

技術者の種別

□にチェック

※兼務の場合は
複数にチェック

□統括責任者、□監理技術者

（注 1）配置する技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、実施要領等の公表日において雇用期間が３

か月以上経過していることを確認できる資料を添付すること。

２ 技術者の保有資格

資格名称

取得年月日

（注１） 監理技術者として評価する資格を記載すること。また、資格者証等の写しを添付すること。

3 建設業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

配置期間

（注１） 業務従事実績を証明できる書類をあわせて添付すること。
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（様式６-３）

工事監理者の配置、資格及び実績

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

（注 1）配置する技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、実施要領等の公表日において雇用期間が３

か月以上経過していることを確認できる資料を添付すること。

２ 技術者の保有資格

資格名称

取得年月日

（注１） 工事監理者として評価する資格を記載すること。また、資格者証等の写しを添付すること。

3 工事監理業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

配置期間

（注１） 業務従事実績を証明できる書類をあわせて添付すること。
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（様式７）

令和  年 月 日

審査書類提出届

野洲市長 櫻本 直樹 様

〔法人または代表事業者〕

所 在 地                 

商号又は名称                 

                  代表者職氏名                ○印

担当者 氏 名                 

所 属                 

所在地                 

電 話                 

ＦＡＸ                 

E-mail                 

「野洲川 MIZBE ステーション設計施工業務 プロポーザル実施要領」に基づき、審査書類を提出

します。

なお、審査書類の記載事項について事実と相違ないことを誓約します。
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（様式８-１）

応募者の設計業務の実績【企業実績】（実績審査）

商号又は名称                                   

【建築設計業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

【土木・ランドスケープ設計業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模や技術的特徴について）

(注１) 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する業務実績を記載

し、契約書の写しを添付すること（必須）。なお、これだけでは業務の実績を有すること

が判断できない場合は、他の判断できる資料（図面、仕様書等の設計図書又は発注者の

証明等）で併せて補完すること。（該当する部分をマーカー等で分かりやすいようにする

こと。）

(注２) 複数実績を記載する場合は欄を追加し、建築設計は最大 3 件、土木・ランドスケープ設

計は最大 2件記載すること。

(注３) 様式５-１応募者の設計業務の実績【企業実績】に記載したものは含まない。
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（様式８-２）

応募者の建設業務の実績【企業実績】（実績審査）

商号又は名称                                   

【建築業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

【土木・ランドスケープ業務実績】

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模や技術的特徴について）

(注１) 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する業務実績を記載

し、契約書の写しを添付すること（必須）。なお、これだけでは業務の実績を有すること

が判断できない場合は、他の判断できる資料（図面、仕様書等の設計図書又は発注者の

証明等）で併せて補完すること。（該当する部分をマーカー等で分かりやすいようにする

こと。）

(注２) 複数実績を記載する場合は欄を追加し、建築施工、土木・ランドスケープ施工ともに最

大 5件記載すること。

(注３) 様式５-２応募者の建設業務の実績【企業実績】に記載したものは含まない。
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（様式９-１）

管理技術者の資格及び実績（実績審査）

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

（注１） 様式６-１管理技術者の配置、資格及び実績に記載の人物と同一であること。

２ 技術者の保有資格

資格名称

取得年月日

（注１） 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する資格を有する場合に記載する。

（注１） 資格者証等の写しを添付すること。

３ 設計業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

当該業務におけ
る役割

例）管理技術者、建築意匠担当技術者

（注 1） 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する業務実績を記載し、証明できる書類

をあわせて添付すること。

（注２） 複数実績を記載する場合は欄を追加し、最大 3 件記載すること。

（注３） 様式６-１管理技術者の配置、資格及び実績に記載したものは含まない

４ 手持業務の状況（実施要領等の公表日時点の手持の設計業務）

※手持ち業務… 管理技術者又は担当技術者となっている他の業務をいう。 合計（ ）件

（注１） 記載件数は最大 5 件とし、欄は適宜追加すること。

発注者(事
業主)

受注形態 業務概要 履行期間

・単独

・共同体

RC-6，○○㎡

(○○○○○○として従事)
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（様式９-２）

建築設計担当主任技術者の実績（実績審査）

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

２ 設計業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模＜対象となる延床面積等＞、新築や技術的特徴について）

当該業務におけ
る役割

例）管理技術者、建築意匠担当技術者

（注 1） 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する業務実績を記載し、証明できる書類

をあわせて添付すること。

（注２） 複数実績を記載する場合は欄を追加し、最大 2 件記載すること。

３ 手持業務の状況（実施要領等の公表日時点の手持の設計業務）

※手持ち業務… 管理技術者又は担当技術者となっている他の業務をいう。 合計（ ）件

（注１） 記載件数は最大 5 件とし、欄は適宜追加すること。

発注者(事
業主)

受注形態 業務概要 履行期間

・単独

・共同体

RC-6，○○㎡

(○○○○○○として従事)
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（様式９-３）

土木・ランドスケープ設計担当主任技術者の実績（実績審査）

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

２ 設計業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模や技術的特徴について）

当該業務におけ
る役割

例）公園設計担当技術者

（注 1） 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する業務実績を記載し、証明できる書類

をあわせて添付すること。

（注２） 複数実績を記載する場合は欄を追加し、最大 2 件記載すること。

３ 手持業務の状況（実施要領等の公表日時点の手持の設計業務）

※手持ち業務… 管理技術者又は担当技術者となっている他の業務をいう。 合計（ ）件

（注１） 記載件数は最大 5 件とし、欄は適宜追加すること。

発注者(事
業主)

受注形態 業務概要 履行期間

・単独

・共同体

RC-6，○○㎡

(○○○○○○として従事)
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（様式９-４）

監理技術者の実績（実績審査）

商号又は名称                              

１ 配置する技術者

氏名

生年月日(年齢) 経験年数

所属会社・役職

（注１） 様式６-２統括責任者又は監理技術者の配置及び実績に記載の人物と同一であること。

２ 建設業務の実績

施設名

発注機関名

受注企業名

業務期間

業務名

業務概要 （規模や技術的特徴について）

当該業務におけ
る役割

例）〇〇設計担当技術者

（注 1） 本業務におけるプロポーザル実施要領「別表１」の評価基準に該当する業務実績を記載し、証明できる書類

をあわせて添付すること。

（注２） 複数実績を記載する場合は欄を追加し、最大 2 件記載すること。

（注３） 様式６-２統括責任者又は監理技術者の配置及び実績に記載したものは含まない



（様式１０）企画提案書                               

1

企画提案書

〔法人または代表事業者〕

所 在 地                 

商号又は名称                 

                  代表者職氏名                ○印

（目次）

提案テーマ① 全体............................................................... 2

提案テーマ② 設計・プラン....................................................... 3

提案テーマ③ 施工............................................................... 4



（様式１０）企画提案書                               

2

提案テーマ① 全体

本業務に係る業務実施方針等について、記載してください。

（Ａ３用紙片面２枚分以内で記載してください。）

ア 業務実施方針・コンセプト

イ 市民意見聴取等

ウ 設計施工工程の管理



（様式１０）企画提案書                               

3

提案テーマ② 設計・プラン

本業務における設計・プランについて、記載してください。

（Ａ３用紙片面３枚分以内で記載してください。）

ア 配置計画

イ デザイン

ウ 交流・にぎわい

エ 安全・防災

オ 環境配慮・維持管理



（様式１０）企画提案書                               

4

提案テーマ③ 施工

本業務における施工について、記載してください。

（Ａ３用紙片面１枚分以内で記載してください。）

ア 施工計画

イ 施工精度

ウ 施工コスト管理

エ 完成後の調整



（様式１１）

見 積 書

事業名：野洲川 MIZBE ステーション設計施工業務

見積金額

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

也

  （消費税及び地方消費税相当分を含めた金額）

「野洲川 MIZBE ステーション設計施工業務 要求水準書」等を承諾のうえ、上記の金額による

見積書を提出します。

令和 年 月 日

野洲市長 櫻本 直樹 様

見積提出者

〔法人または代表事業者〕

所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名          ○印

（注）１ 金額はアラビア数字を用い、頭に金字又は￥字を冠すること

   ２ 内訳書（任意様式）を添付すること

   ３ 金額の訂正は無効となるので注意すること

   ４ 文字は明確に記載し、金額以外の訂正抹消した箇所には押印すること



様式１２

質問書

  年  月  日

質問者連絡先

事業者名

担当者名

電話番号

FAX番号

E-mail

No. 質問事項



（様式１３）

令和 年 月 日

プロポーザル参加辞退届

野洲市 櫻本 直樹 様

〔法人または代表事業者〕

所 在 地                  

商号又は名称                  

代表者職氏名                 ○印

担当者 氏 名                 

所 属                 

所在地                 

電 話                 

ＦＡＸ                 

E-mail                 

令和８年２月３日付けで公告のありました「野洲川MIZBEステーション設計施工業務」について、

都合によりプロポーザル参加を辞退いたします。
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（様式１４-１）

令和  年  月  日

資料の貸与申込書

野洲市長 櫻本 直樹  様

〔法人または代表事業者〕

  所 在 地                 

商号又は名称                 

                  代表者職氏名                ㊞

担当者 氏 名                ㊞

所 属                 

所在地                 

電 話                 

ＦＡＸ                 

E-mail                 

令和８年２月３日付けで公告のありました「野洲川MIZBEステーション設計施工業務」に係る資

料について、貸与を申込みます。

貸与申込資料

（以下「資料」という。）

造成設計図のCADデータ（DXF）

ゾーニング図のCADデータ（DXF）

事業用地周辺の地質調査結果（PDF）

貸与期間 令和8年 月 日（ ）～令和8年 4月13日（月）

なお、貸与に当たっては、次のとおり誓約します。

第１(利用の目的)

１ 当社は、本業務への参加を検討する目的(以下「本目的」という。)のためにのみ、資料の貸与

を受けるものであり、本目的以外に利用しません。

２ 当社は、本申込書に記載の誓約事項と同一の守秘義務等の履行を野洲市に対して誓約した場合

に限り、本目的を達するために必要な範囲及び方法で、当社の代理人、補助者その他の者に対

し、資料の全部又は一部を開示することができるものとします。

第２(秘密の保持)

当社は、開示を受けた資料を秘密として保持するものとし、前項に定める場合のほか、第三者に

対し開示しません。

第３(期間)

前項までに定める秘密の保持は、本業務終了後も存続するものとします。

第４(資料の返還)

受領した資料は、定められた貸与期限までに野洲市都市建設部 MIZBE ステーション整備室に返還

します。
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（様式１４―２）

令和  年  月  日

資料の貸与申込書（追加資料）

野洲市長 櫻本 直樹  様

〔法人または代表事業者〕

  所 在 地                 

商号又は名称                 

                  代表者職氏名                ㊞

担当者 氏 名                ㊞

所 属                 

所在地                 

電 話                 

ＦＡＸ                 

E-mail                 

令和８年２月３日付けで公告のありました「野洲川MIZBEステーション設計施工業務」に係る資

料について、貸与を申込みます。

貸与申込資料

（以下「資料」という。）

下水道_ 1号組立式マンホール標準図（DXF）

下水道_1号組立汚水桝参考図（DXF）

下水道_平面図・縦断面図-2（DXF）

アクセス通路平面図（PDF）

市道市三宅竹生外周線出入口参考図（PDF）

ヘリポート詳細抜粋（PDF）※提案資格確認通知後に提供可能

貸与期間 令和8年 月 日（ ）～令和8年 4月13日（月）

なお、貸与に当たっては、次のとおり誓約します。

第１(利用の目的)

１ 当社は、本業務への参加を検討する目的(以下「本目的」という。)のためにのみ、資料の貸与

を受けるものであり、本目的以外に利用しません。

２ 当社は、本申込書に記載の誓約事項と同一の守秘義務等の履行を野洲市に対して誓約した場合

に限り、本目的を達するために必要な範囲及び方法で、当社の代理人、補助者その他の者に対

し、資料の全部又は一部を開示することができるものとします。

第２(秘密の保持)

当社は、開示を受けた資料を秘密として保持するものとし、前項に定める場合のほか、第三者に

対し開示しません。

第３(期間)

前項までに定める秘密の保持は、本業務終了後も存続するものとします。
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第４(資料の返還)

受領した資料は、定められた貸与期限までに野洲市都市建設部 MIZBE ステーション整備室に返還

します。


